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○　会議日程・付議事件 

 

　　会議日時　　令和６年６月２１日（水）　午後２時０２分 

 

　　場　　所　　川西市役所　４階　庁議室 

 

 
日程 

番号

議案 

番号
付 議 事 件

備

考

 
１ 　議事録署名委員の選任

 
２ 　前回議事録の承認

 
３ 　教育委員の活動について

 
４ 報告第５号

　専決報告について（令和６年度川西市一般会計補正予

算について）

 
５ 議案第２０号 　教育行政事務評価委員の選任について

 
６ 諸報告

　令和６年５月１日時点の留守家庭児童育成クラブの

待機児童数について
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○　出席者 

 
教　育　長 石田　剛

 
委　　　員 

（教育長職務代理者）
坂本　かおり

 
委　　　員 治部　陽介

 
委　　　員 佐々木　歌織

 
委　　　員 倉見　昇一
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○　議案等審議結果 

 

 

 
議案 

 

番号

 

議 案 名 

提　出 

 

年月日

議　決 

 

年月日

議　決 

 

結　果

 
報　告 

第５号

専決報告について（令和６年度川西市一般会計

補正予算について）
6.6.21 6.6.21 承認

 
議　案 

第２０号
教育行政事務評価委員のについて 6.6.21 6.6.21 可決
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［開会　午後２時０２分］ 

 石田教育長 　少し遅くなりましたけど、ただ今より、令和６年第１１回川西市教育委

員会（定例会）を開会いたします。 

　まず初めに、本日の出席者を報告いたします。本日は全員出席でござい

ます。治部委員と倉見委員につきましてはオンラインでのご出席でござい

ます。 

　治部委員、入室確認をお願いいたします。

 

 治部委員 　治部です。入室しました。

 

 石田教育長 　はい。倉見委員、入室確認をお願いいたします。

 

 倉見委員 　はい。入室しております。

 

 石田教育長 　はい。映像および音声により、委員本人であること、また、相互間での

映像および音声の送受信が適正に行われることを確認できました。 

　なお、事務局職員の出欠につきましては、事務局から報告をお願いいた

します。

 

 教育総務課長

（田中）

　本日の事務局職員の出席についてご報告申し上げます。本日は、議題に

関係する職員が全員出席でございます。 

　どうぞよろしくお願いいたします。

 

 石田教育長 　次に、本日の「議事日程」につきましては、配布しております議事日程

表のとおりであります。 

　これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、治部委員、佐々木委員を指名いたします。よろしく

お願いいたします。 

　では、次に、日程第２「前回議事録の承認」でございますが、事務局に

おいて調整し、第１０回定例会議事録の写しをお手元に配布しております。 

　事務局から説明をお願いいたします。

 

 教育総務課長

（田中）

　それでは、第１０回定例会につきまして、ご説明申し上げます。第１０

回定例会の議事録につきましては、１ページに会議日程付議事件、２ペー

ジに出席者、３ページに説明のため出席を求めた者、４ページに議案等審

議結果を、議事録につきましては５ページから２５ページまででございま
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 す。会議次第に基づきご審議いただきました経過等につきまして、調整さ

せていただいております。 

　最後に、署名委員は、坂本委員と治部委員よりご署名を頂戴しておりま

す。 

　以上でございます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。ただ今の説明について、質疑はございませんか。

よろしいですか。 

　それでは、お諮りいたします。第１０回定例会の議事録につきまして、

これを承認することにご異議はございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　はい。異議なしと認めます。よって、議事録については承認されました。 

　では次に、日程第３「教育委員の活動について」であります。 

　事務局から報告をお願いします。

 

 教育推進部長

（中西）

　それでは５月分の教育委員の皆さまの活動についてご報告いたします。 

　坂本委員におかれましては、兵庫県教育委員会連合会理事会、定例総会

にご出席いただきました。 

　佐々木委員におかれましては、川西小学校と緑台小学校の教職員を対象

に、こども基本法の講演を、川西北小学校６年生に対して子どもの権利条

約の出前講座を実施していただきました。 

　また、新任管理職訪問として、多田小学校、明峰中学校を坂本委員に、

川西小学校、多田中学校を治部委員に、清和台小学校、陽明小学校を佐々

木委員にそれぞれ訪問および視察いただいております。 

　主なものではございますが、ご報告させていただきます。

 

 石田教育長 　はい。ただ今の報告について、補足も含め、トピックがあればお願いし

ます。 

　まず、坂本教育委員、お願いします。

 

 坂本委員 　先月１６日に、兵庫県の市町村教育委員会連合会の理事会が午前中にあ

って、昼から総会がありました。昼からの研修のほうでは、文科省の鞠子

さんという方から、「『令和の日本型教育』を推進する地方教育行政の充

実に向けて」という話で、いっぱいいろんなところに回られて、最新の実
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 践を踏まえて、こんなふうにしてやってたらうまくいきますよみたいなお

話があったんですけども、個々でうまくいっている部分を横にいかに広げ

るかっていうのは、これからやっぱり大事なんじゃないかなっていうふう

に思いました。先日のニュー・エデュケーション・エキスポの午前中の部

の発表も聞かせてもらったんですけども、そちらでもやっぱり、広げるっ

ていうところがすごくキーワードになってるかなと思いましたので、また

これからもそういうふうに、個々で頑張っている部分を共有して広げてい

く、良い取り組みは広げていくっていうのが大事になってくるかなと思い

ました。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございました。そこの連合会の総会には私も参加させ

ていただいて、同じように文科省からのお話を聞かせていただきました。

私のほうからもあえて質問をさせていただきまして、教員の働き方改革に

ついていうことで文科省から説明があったわけですけれども、結局、根本

的なところがなかなか改善しなくて、教員の働き方として、業務内容から、

自己の申告によって超過勤務とかそういうことが判断されるという問題点

と、それから、調整手当ですかね。結局、その超過してるものを、あえて

最初に５％でしたか、３％でしたか、付けるというのが１０％に上げられ

るということで、逆に、それによって超過勤務を認めてしまってる形にな

ってるんじゃないかということで質問はさせていただきました。 

　文科省としてもなかなかそこら辺を抜本的に変えるというのは難しいで

すし、聞くところによると、財務省はそこの１０％に上げること自体にど

ういう効果があるのかということで、ちょっと省庁内でも押し合いしてる

ような、そういう状況です。教職員の給与等がある程度引き上げられるこ

と自体は、現場は喜ぶのかなとは思いますが、勤務時間の適正化という意

味においては、あまり大きな効果はないんじゃないかなというふうには思

っています。引き続き、本市でもやっているようなことの中で、適正化に

向けて取り組んでいこうというふうに思った次第です。 

　坂本委員、できましたら、学校訪問行かれたその様子をお話いただけば

と思います。

 

 坂本委員 　私は多田小学校と明峰中学校に行かせていただきました。特に、多田小

学校は昨年度から学年担任制を持っておられて、１年たってどんな具合な

のかなっていうのもちょっと気になっていたのでお伺いさせていただいた

んですけども、一番すんなり受け入れてくれたのは子どもたちなんですよ

ね、みたいなこともおっしゃってたんですけども、保護者を含め、地域の
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 方も、学年担任制の良さっていうのが分かってきたような雰囲気を感じま

した。 

　あと、何が良かったかっていうと、子どもたちが、先生方全員にフラッ

トに声をかけている姿が見れたのが、クラスの担任の先生と自分たちって

いうところの関係性ではない、全体的な人たちとの自分との関わりという

のが、多角的に関わりができてるんじゃないかなというふうに思いました。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございました。一応、学年担任制といいますか、固定

の担任制ではないというやり方については、今年度、清和台南小学校も取

り入れて取り組んでいるところです。学年担任制のメリット、デメリット

があると思うんですけど、やっぱり保護者の方の不安としては、誰に相談

したらいいのか分からないという不安な声も聞かれるようですけども、逆

に言うと、いっぱいチャンネルがあるほうが、自分が相談しやすい先生に

相談できることについては、子どもも保護者も一緒かなと思いますし、逆

に、教員全体で子供を見ていこうという多角的なアセスメントをする上で

は、これから必要になってくる、そういう担任制じゃないかなというふう

に思っています。 

　丁寧に趣旨を説明しながら、また、子どもたちに状況を聞きながら進め

ていってほしいなと思います。ありがとうございました。 

　治部委員、報告お願いします。

 

 治部委員 　はい。僕は川西小学校と多田中学校を訪問させてもらって、２つに共通

して思ったことが、静かに授業をするよりも、アクティブな授業の価値っ

ていうのを意識しておられる印象を受けました。先生方がプレゼン力を生

かして子どもたちを惹きつける授業よりも、子どもに質問して問いかけて

みたいな授業が結構目立ったような、前回よりも、去年よりも、おととし

よりも見えたかなっていう印象です。 

　あと、他にも、ファイルの整理の仕方とか、物の管理とかノートの取り

方とか整理整頓とか、そういうのを重要にしてるっていうのは多田中学校

の特徴かな、なんて思いました。この辺は学びのユニバーサルデザインっ

て呼んでるのかもしれませんけれども。そのせいか、棚がすごい皆さんき

れいでした。 

　あとは、多田中学校においては、今、新任で赴任された教頭先生が、元

々校内サポートルームを担当されてたという経緯もあって、校内サポート

ルームについては非常に熱く語っておられました。
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 石田教育長 　はい。ありがとうございました。今、治部委員おっしゃってるように、

一応令和８年度に子どもを主体とした授業の展開ということで、各小中学

校に教育課程の変遷について研究するようにということで、川西小学校の

校長、今年着任したんですけども、理事からの話を聞いてなるほどなと思

ったんですけども、基本的に工夫して取り組もうとしている教員が多いこ

とに驚いたという話をしてて、逆に言うと、校長、教頭としてそこにスポ

ットを当てて、全体にこんな取り組みしてるっていうことで発信していく

ことがやっぱり必要かなと。校長や管理職のそういう視点によって、個々

の教員の取り組みがオープンにならない、スポットが当たらないというこ

とがないようにしないといけないかなと。 

　前回も話しましたけど、今年度はそこへ教育委員会、指導主事も、私も

含めて、できるだけ共有のスペースの中で情報を共有して見にいこうとい

うことになっています。教育委員の方々にもその情報をできるだけ流すよ

うにしていますので、もしお手すきの点があればまた見ていただいたらな

というふうに思います。 

　それから、多田中学校のユニバーサルデザインについて、もう３年目に

なると思います。整理整頓することによって見やすいということと、ただ、

その整理整頓が教師によって都合のいいものでなくて、子どもたちが自分

のやりよい整理整頓の形になるようにしていかないと、画一的な整理整頓

では、まだユニバーサルデザインと言えないかなというふうには思ってい

ますけど。 

　そこら辺、治部委員が見られてどうでしたか。子ども本位になっている

ような感じでしたか。

 

 治部委員 　そこまでは僕もまだ分からないんですけれども、少なくとも、物がばら

けてて、どこに何があるか分からないっていう感じはなく、必要なものが

そこにあるっていう感じは整ってるように見えました。

 

 石田教育長 　ありがとうございました。また私も訪問して、そこら辺のユニバーサル

デザインの定着状況をまた見たいと思います。 

　佐々木教育委員、どうですか。

 

 佐々木委員 　新任管理職訪問と、あと、研修と出前授業とで、５月はとてもたくさん

学校を訪問する機会を頂きました。ありがとうございます。 

　学校で伺った話で、多分、どちらも共通してたと思うんですけども、メ

ールの受信が多くて、その振り分けとか、そこに時間を使ってちょっと大
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 変っていう話も聞いて。それはきっと、発信する側、こちらである程度何

か工夫ができることなのかなとか思ったり。 

　全部見たいという先生がいられたらどうなのかとか、難しいとこかなと

思いました。そういった、事務で無駄って言ったらあれですけれども、も

うちょっと効率良く、さくさく仕事ができるようなアイデアがあるんであ

れば取り入れていっていただけたらいいのかなと思いました。 

　それと、あと、学校で、先生方を対象にした、こども基本法といいます

か、子どもの人権のことの研修と、あと、５月は川西北小学校の６年生に

出前授業ということで行っております。どこも同じテーマなので、対象者

だとか人数に合わせて工夫しながら、基本的には同じような内容を話しま

した。先生方もとても意識が高いといいますか、勉強熱心で興味を持って

聞いてくださいますし、最後、グループワークをするような時間も設けて

るんですけれども、活発にお話し合いされて、私も回りながら見させてい

ただいて、私のほうでも気付きがあったりもしました。 

　子どもたち、６年生も社会で憲法をもう習ってるということで、食い付

きがすごく良くて、興味を持った子は話を聞いて、もっと自分で掘り下げ

ていくような、発展的に進んでいけたらいいのかなと思ってます。私が話

したのはほんとにかいつまんでですし、時間も限られてますので、そこか

ら何か膨らませて、勉強したい子には勉強する道を用意してもらいたいな

と思いました。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございました。佐々木教育委員に子どもの権利という

ことで、教職員や子どもたちに授業っていうか、出前講座みたいなことし

ていただいているということで。どうですか、昨年度も教員対象にやられ

たんですけど、学校によっては違うと思いますけど、何か変化したなとい

うことはありますか。去年は結構、教員が戸惑っている印象が強かったよ

うに思ったんですけども、その点はどうでしたか。

 

 佐々木委員 　伺った話だと、去年の人権学習で中学校に行った時は、やっぱり事前の

準備がそんなになくて、急に決まったようなところがあったっていうとこ

ろが違うと思うんです。今回は、事前に先生方から直接私、連絡いただい

て、打ち合わせをして、どんな話をしてみたいな、オーダーメイドじゃな

いですけれども、それこそ先生方が主体的にこういうことを話してほしい

んですっていうところからきちんと準備ができたので、そういった意味で

はすごく、いい印象と言ったらちょっと言い方あれですけども、私もすご

く取り組んでてやりがいを感じました。 
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 　川西北小学校の子どもたちも、終わった後、結構質問でたくさん並んで

くれて、もうチャイム鳴って次があるのにみたいなぐらいに熱心だったの

で、うれしかったです。

 

 石田教育長 　治部委員、どうぞ。

 

 治部委員 　すいません。僕も佐々木教育委員のご活動に質問したいことがあります

がいいですか。 

　僕、プレゼンテーションの中身見たことなくて、今度見てみたいなとい

つも思ってるんですけど、この子どもの権利とかこどもの基本法を学校に

プレゼンをする趣旨というか、テーマというか、目的というか、メッセー

ジのコアな部分って、どんなメッセージになるんですか。

 

 佐々木委員 　去年の夏から市長と一緒に学校を回ったりして、意見表明だとか、学校

で意見まとめたのを私たちが聞く機会もたくさんあったかと思うんですけ

れども、こども基本法だとか、子どもの権利条約で、意見表明の権利とい

うところが一つ重要な権利として取り上げられています。それを最終、そ

こに着地するような持っていき方をするんですけれども、それ以前に、そ

もそも憲法上の論点として、未成年者の人権について、学校にいる大人が

どこまで正しく理解してるのかっていうのを、私は常々疑問に思ってたと

ころもあったので、未成年者の人権の保障の及ぶ範囲だとか制約があるの

か、制約の程度だとか、そのあたりちょっと、憲法の授業みたいなことも

やりつつ、未成年者の人権っていうのは、憲法上はこうですよねっていう

ことからスタートして、意見表明だとか、子供の基本法で大切にされてい

るところの個別の話を、それこそ学校側のリクエストに応じて個別に話す

内容を決めています。 

　そんな感じです。

 

 石田教育長 　昨年度、そういう年度入ってからの動きだったのでちょっと苦労をかけ

たんですけど、今年度はその１年があったので、割と子どもを主体にした

学び、子どもを主体にした学校園所の運営っていうことについては担当課

も非常に頑張ってくれて、非常にルーティーンとして定着しつつあるかな

と。学校のほうも、先ほど言いましたように、主体的に開催を行ってると

ころがあります。今回、また来週から始まりますけど、清和台中学校で子

どものそういう意見をしっかり聞こうということなんですけど、今、途中

報告で聞いてる状況でしたら、生徒会が非常に頑張っていて、担当教員も
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 いい支援をして、自分たちで意見をまとめてやると。それをオンラインを

通じて、各クラスに流すというような形が定着してるので、私は、昨年度

は昨年度で教育大綱のということであったんですけど、今年、教育委員会

主催で、そういう形で子どもの話をしっかり聞いて、しっかり討論なり協

議なりしようというのが、ちょっとルーティーンとして定着しつつあるな

という手応えは感じているところです。また参加していただく中でしてい

ただいたら。だから、佐々木委員の講座もその一環だというふうに、私は

受け止めているところです。よろしいでしょうか。 

　私自身、佐々木委員にはご苦労かけるんですけど、その講座の要望が、

数が増えてきたこと自体も大きいことかなというふうに思っていますので、

ありがとうございます。倉見委員、何か報告ありますでしょうか。

 

 倉見委員 　すいません、特にございません。

 

 石田教育長 　倉見委員、ニュー・エデュケーション・エキスポに行かれましたか。

 

 倉見委員 　行きました。

 

 石田教育長 　そこの見ただけで、印象に残ったこと、ちょっとお話していただければ

と思います。

 

 倉見委員 　２コマ見たんですけど、１つは大学のＤＸなので、ちょっとここでは話

すようなことはないんですけど、もう一つは、教育のデータ活用というと

ころで進んでいる、つくば市と、さいたま市と横浜市の先進校や、教育委

員会の担当の先生方がプレゼンされてまして、色んなデータをダッシュボ

ードという形で見られるようにしてるんですけど、まずは、教員用のダッ

シュボードを作るんですけど、それを子どもたちの方も活用できる方向に

持っていけるといいよねと、そんな話だったです。

 

 石田教育長 　そのデータというのは、例えばどういうことですか。

 

 倉見委員 　例えば、毎朝の健康状態だとか、川西市もやってると思うんですけど。

 

 石田教育長 　はい。心理の、心の健康天気予報みたいなやつですね。

 

 倉見委員 　そうですね。そういうものもありますし、もちろん、成績のデータもあ
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 りますし、身体的なデータもありますし、そういういろいろです。 

学校で得られるデータっていうことになると思いますけど。

 

 石田教育長 　その活用する時に、２つ意見があって、１つは、それで将来的な色んな

課題とかを先読みして、教育に生かしていくっていう考え方もあるのと、

一方で、それは一種のビッグデータといいますか、個人の膨大なデータを

一元的に集めることの是非みたいなものも論議になるとは思うんですけど、

この講座の中ではそれについては何か出てましたか。

 

 倉見委員 　もちろん、それは出てました。やっぱり個人情報なので、その取り扱い

は慎重にならないといけませんよね。ですから、データを有効に活用しよ

うっていうことと、必ずそれと同時に、セキュリティーの問題とか、そう

いう個人情報の扱いだとかっていうことは絶えず対で付いてくるもんなの

で、そこはこうすればいいという解決、特効薬みたいなのはないと思いま

すけど。そういう意識っていうことなんでしょうね、きっと。そういうこ

とをしっかりしないといけないよねって。もちろん、ハード的なセキュリ

ティーっていうのもあると思いますが、絶えずマイナスのほうの懸念も持

ってる必要はあるとは思いますけど。

 

 石田教育長 　私もあちこちの自治体の教育委員会の教育長とお話するんですけど、ど

の目的でどれぐらいのデータ、どういうデータを集めて、それをどう活用

するのかということは明確にしないと、膨大に集めて、その活用にほんと

に活きるのかというところは、やっぱり教育委員会内で精査していかなけ

ればならないなというふうに思っています。ありがとうございました。 

　今回いろいろな学校訪問とか園所訪問させていただいて、先ほどの佐々

木委員の報告や坂本委員の報告なんかは、教育委員会トピックスにも掲示

させていただいています。 

私も、大阪市で開かれたニュー・エデュケーション・エキスポ２０２４

に坂本委員も参加されたということで、３つ聞いてきました。 

　堀田先生にデジタルの技術のどういうふうに活用するのかというところ

でいろいろ提案をいただき、昨年度も同じ方のを聞いたんですけど、ちょ

っとやっぱり学校現場で検討しなければならないことがあるなというふう

には思っています。電子教科書が入ってきた時に、全員がその教科書を使

った時に、本当にスムーズに稼働できる通信環境になっているのかという

ことであったりとか、災害があった時に、学校園所の情報を一元にして教

育委員会に知らせるような方法が提案されてたりしてて、それは個々に学
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 校に問い合わせる時間的なこともありますし、通信機能自体が遮断されて

いることも考えられるので、実践で言うと、地震があった時に、うちの学

校はこうこうですっていう報告が一元的に教育委員会に即時に集まるよう

なシステムになってて、そういった幾つかのことについて、川西市として

も考えていかなければと思ったことが一つあります。 

　それと、認知科学の変転で少し面白いなと思ったのが、やはり対面とオ

ンラインで、オンラインがコロナ禍で飛躍的に良くなったと。それはオン

ラインとしていいんだけども、やっぱり当たり前ですけど、学びとしては

対面に勝るものはないと。人間というのは、話されてる内容だけで理解し

てるんじゃなくて、その人との関係性であるとか、会場の雰囲気であると

か、そこまでどういう交通機関で行ったとかそういうものが密接に関係し

て、学びに結び付いてると。それで、自分の体の中にしっかり落とし込む

ことができるので、中身だけを聞くオンラインが、それは無駄ではないけ

ども、対面に勝るというのはなかなか難しい。だから、やはり使い分けを

していかなければならないだろうということは言われてたんです。 

　その方がちょうど、東ロボっていって、東京大学の入試をロボットに受

けさせようという、以前、本を出してられた方がおられたと思うんですけ

ど、そこの取り組みをしてましたけど、ＡＩがすごい進んでっていうふう

にマスコミでも言われてるけど、私から見たら、その専門の方なんですけ

ど、できてないことのほうが多いのにできてることをアピールしようとし

ている、そういう市場の論理が働いているというのは言うてはりました。

だから、人間がやれることがここまでできるようなりましたっていう言い

方してるけど、全然違うというふうには言ってはりました。それが記憶に

残りました。 

　それからもう一つ、今日、既にマスコミ等で言われてるんですけど、一

部地域でプールの授業を民間に委託するということがあって、川西養護学

校の子どもたちがそこのプールを使うということなんで、見にいかせてい

ただきました。印象に残ったのは、やはり子どもたちがものすごく嬉しそ

うな顔をしてたのが印象的でした。温水プールであること、それから、環

境的にもゆったり泳げ、教員が補助に付いてやるんですけど、すごい嬉し

そうな顔をしていました。 

　その後、学校にも寄ったんですけど、もう疲れて寝てしまってますって

いうぐらい元気に泳いでやったかなと。ただ、校長に聞くと、やはり子ど

もの状態に応じて、それがいける場合といけない場合があるので、そこは

注意しなければならないし、これからの課題だと言っておられたのと、も

う一つ良かったのが、学校運営協議会で多分募集されてるボランティアの



- 15 -

 方が複数人来られてて、見守ったり手伝ったりしてくださってました。考

えてみたら、子どもたちにとっても、川西養護学校での教育活動を多くの

人に理解してもらったりするのに、ボランティアであったりとか、外部の

そういう施設に出向くっていうことは非常に大事なのかなという感じがし

ました。もちろん、課題もあるんですけども、そういう点で非常に印象深

い視察になりました。またトピックスに載せていきたいなというふうに思

います。　

 

 倉見委員 　教育長、今の中のお話で、ＡＩのお話が２番目にあったかと思うんです

けども、これは誰ですか。新井紀子先生ですか。

 

 石田教育長 　新井紀子先生が書物を書かれていたのじゃないですか。 

その方ではないんです。

 

 倉見委員 　違うんですね。

 

 石田教育長 　新井紀子先生のＡＩの話自体は私も聞いたし、本も読んだんです。 

そこと同じチームでやっておられた中心の方っていうふうには聞いてる

んです。すいません、急にお名前は出てこないんですけど。

 

 倉見委員 　よろしいですよ。

 

 石田教育長 　安西先生です。

 

 倉見委員 　慶応の先生ですね。

 

 石田教育長 　安西祐一郎先生です。東ロボの初期からずっと関わってて、もう４０年

前から研究されてアメリカに行っておられたらしいので、ＡＩについては

専門家だというふうには言っておられました。

  

倉見委員

　 

慶応の塾長ですね。

 

 石田教育長 　そうですか。非常に興味深いお話されてたんです。そのＡＩで研究して

るからこそ、人間の学びっていうのを逆に問い直すということですね。 

ＡＩは、過去のビッグデータを結局蓄積したものでしかないので、新し

い知識を出したりするのはやはり人間が考えていく必要があるという、そ
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 こでは人間がはるかに秀でてるっていう話をされてました。ご存じかと思

うけど、東京大学の試験をロボットで受けさせるっていうのも、結局、さ

まざまな理由で５年間で頓挫したらしいです。だから、そこら辺の頓挫の

理由とＡＩの限界みたいなものは今あるかなというふうには言われてまし

た。非常に印象的でした。また紹介したいし、僕もちょっと本を読んでみ

よかなというふうには思っています。新井紀子先生も、きっとそれを同じ

グループだったんだろうと思うんですけど。

 

 倉見委員 　ありがとうございます。

 

 石田教育長 　ありがとうございます。 

　それでは、教育委員の活動については以上といたします。 

　次に、日程第４、報告第５号、専決報告について「令和６年度川西市一

般会計補正予算について」であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育推進部副

部長（西山）

　それでは、報告第５号、専決報告について、「令和６年度川西市一般会

計補正予算について」ご説明申し上げます。 

　議案書の３ページをご覧ください。本案は、令和６年度川西市一般会計

補正予算のうち、教育委員会関係予算について、市長に申し出するにつき、

教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定により専決処理いたしま

したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものであります。

本件は、社会環境が多様化し、学校だけでは解決が難しい事案が増加して

いる中、学校と保護者や地域の間に発生する問題に対し、中立的かつ専門

的な視点から支援を提供することを目的に、行政による学校問題解決のた

めの支援体制の構築に向けたモデル事業を実施しようとするものです。 

５ページをご覧ください。まず、歳入でございます。第１６款国庫支出

金、第３項委託金、第９目教育費委託金、第１節教育振興費委託金におき

まして、学校問題解決支援体制モデル事業委託金として４００万円を追加

するものです。 

　次に、歳出としまして、第１０款教育費、第１項教育振興費、第２目学

校教育推進費、０４学校教育支援事業において、学校問題解決支援コーデ

ィネーターおよび学校支援専門員の人件費として、第１節報償費で２５９

万３，０００円を、第３節職員手当等で６１万８，０００円を、通勤費と

して、第８節旅費で１６万１，０００円をそれぞれ追加し、学校問題解決

支援ＰＴ会議委員のケース会議等への出席などに関する報償費として、第
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 ７節報償費で５７万８，０００円を、また、紙代として、第１０節需用費

で５万円を追加するものであります。 

　説明は以上でございます。よろしくご承認のほう賜りますようお願いい

たします。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。先日、常任委員会の中でも提案されたとこ

ろですが、何か質問ありますか。ちょっと分かりにくいところもあったん

じゃないかなと思うんですけど。 

その委員会で出た質問について、回答された内容について、ここで紹介

いただけますか。 

どんなメンバーでどういう会議とかいうのを質問出てたと思うんですけ

ど。お願いします。

 

 教育推進部 

副部長（西山）

　常任委員会のほうで質問がありました、メンバーについては、コアメン

バーについては、基本的には教育委員会指導主事で担います。その中で、

新しく問題解決コーディネーターとして、退職校長のＯＢのほうを充てま

して、それを中心に、学校支援員として事務員さんを２名配置して、コア

メンバーで活動を行います。そのほかに、大きな事案が起きた時にはＳＣ、

ＳＳＷ、医師、弁護士、警察ＯＢ等が、その事案にアドバイスをしていた

だいたり等の事案の解決に向けて当たっていく予定にしております。

 

 石田教育長 　ありがとうございました。説明がありましたように、学校だけでなかな

か解決しないといういろいろな問題っていうのが起こってきています。そ

こにできるだけ迅速に、かつ、円滑に助言なり対策の協議をできるように

ということで退職校長を充てて、その経験の中から的確なアドバイスをし

ていただくというような体制を取るということで、国からのモデル事業と

してうちが受託してるという形です。来年度以降どうするかということに

ついては、もちろん、今回のモデル事業で成果を出したいとは思ってるん

ですけども、どれぐらい効果があったかということについては報告書等に

まとめて、またこの教育委員会の中で報告させていただこうかなというふ

うに思っています。何か質問等ございますか。 

　治部委員、どうぞ。

 

 治部委員 　質問幾つかお願いします。 

ここに、報酬とか職員手当というのが４００万円分計上されてますけど、

メンバーがもし教育委員会内部の指導主事の方が主だったということであ
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 れば、それ以外の方に対する支払い報酬が４００万円ぐらいという、そん

な感じのイメージですか。

 

 教育推進部 

副部長（西山）

　そのとおりでございます。退職校長のＯＢを会計年度任用職員２で採用

しまして、指導主事と同じ時間単価で、学校問題支援員のほうは事務員と

して雇いますので、事務員としての会計年度２の単価で設定して、今現在

の教育委員会の中では、人件費は発生しないようになっております。

 

 治部委員 　もう少し続けて質問させてください。コーディネーターはどういう基準

で選ばれるんですか。

 

 教育推進部 

副部長（西山）

　コーディネーターは一定、警察ＯＢ、退職校長のＯＢの中から目安がつ

くところで、今回は退職校長のＯＢで１人目安がつきましたので、退職校

長のＯＢを充てました。

 

 治部委員 　最後の質問です。これはまた、始まってからだんだんと見えてくること

だと思いますが、どんな問題が主に想定されるのか。過去起こった問題に

対してそれを解決するべく、この新しいプロジェクトを多分受託してるの

かなと思うので、どんな案件を今回この新しいプロジェクトに任せていく

のか、その事例みたいなのが分かったら今度教えてほしいなと思います。

そうすると、どういう段取りでプロジェクトメンバーが動いていくのか、

それによって、この新しいプロジェクトがどういうふうに稼働していくの

か、想定されている案件から、段取りとか、解決までの糸口みたいなもの

が全体的に見えるのかなと、お話聞いてて思いましたので、その辺もし分

かったら、いずれ分かった時に教えていただけるとうれしいです。 

 石田教育長 　今、想定している案件ってのは、例えばどんなことがありますか。

 

 教育推進部 

副部長（西山）

　今現在想定してますのは、昨年度の案件で言いますと、教育委員会指導

主事が関わった中で１カ月を超えて対応を迫られてるもの、やはり基本的

にはいじめの重大事案と、あとは、学校の不適切指導で保護者とトラブル

になった件が起きた場合に、非常に学校の負担、その間負担になって、解

決に関わる時に子供たちがその間、学校に来れなくなってる状況が発生し

てる、そういう場合が一番想定しております。

 

 石田教育長 　昨年度はともかくとして、今年度は色んな対応についてどういうケース
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 に、全てのケースに当てはめることはできませんので、取り組んでいきた

いというふうに考えています。よろしいでしょうか。 

　それではお諮りいたします。報告第５号につきまして、これを承認する

ことにご異議ございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　ご異議なしと認めます。よって、報告第５号につきましては承認されま

した。 

　次に、日程第５、議案第２０号「教育行政事務評価委員の選任について」

であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育政策課長

（富本）

　それでは、議案第２０号「教育行政事務評価委員の選任について」ご説

明申しあげます。 

　議案書の６ページをお開き願います。本案は、川西市教育委員会事務処

理規則第１０条第１項の規定により議決を求めるものでございます。提案

理由といたしましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律第２

６条第２項の規定により、教育行政事務評価委員を選任する必要があるた

めでございます。 

　それでは、議案書７ページをお開きください。専任しようとする評価委

員は２名で、昨年度と同じく、押田貴久氏、安達友基子氏の２名を候補と

いたしております。任期は、評価が終了するまでの令和６年８月３１日ま

でと考えております。押田氏は、埼玉県比企郡玉川村、現ときがわ町でご

ざいますけれども、役場で６年間勤務の後、東京大学大学院教育学研究科

博士課程を単位取得退学され、東京女学館大学非常勤講師や、宮崎大学大

学院教育学研究科准教授を経て、現在、兵庫教育大学大学院学校教育研究

科准教授をされておられます。 

　安達氏は、平成１８年１０月に弁護士登録され、梅田総合法律事務所を

経て、ルート法律事務所で弁護士をされています。また、平成２８年１２

月より吹田市の教育委員を、令和元年９月から令和５年９月まで東大阪市

の社会教育委員を務められています。 

　押田氏、安達氏におかれましては、昨年度までの経験を踏まえて、より

的確なご意見を頂けることが期待で、また、外部の視点から評価していた

だけるものと期待しています。２名とも教育に対する深い知見を持ってお

られることから、評価委員として適任であると考えております。 
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 　以上、よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。質疑、ご意見等はございますか。 

昨年度と同じメンバーといいますか、方々に事務評価委員としてお願い

する形になります。昨年度もお話させていただきましたけど、事務評価自

体が形骸化しないように、できるだけ今、新たに取り組んでることや課題

となっていることについて、客観的に評価していただこういうことで、担

当が教育政策課になるんですけど、いろいろ工夫して今、考えているとこ

ろです。また、評価の内容について、実効的なものになるようにしていき

たいと思いますので、またご意見等ありましたらお聞かせください。よろ

しいでしょうか。 

　それではお諮りいたします。議案第２０号につきまして、これを可決す

ることにご異議ございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　異議なしと認めます。 

よって、議案第２０号につきましては可決されました。 

　それでは次に、日程第６、諸報告に移ります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 留守家庭児童

育成クラブ担

当課長（川本）

　それでは、諸報告「令和６年５月１日時点の留守家庭児童育成クラブの

待機児童数について」ご報告いたします。 

　恐れ入りますが、資料の「令和６年５月１日時点留守家庭児童育成クラ

ブ待機児童数について」をご覧ください。今後の利用料の見込みと確保方

策を適切に検討するため、昨年令和５年５月１日時点の待機児童数から、

市立クラブと民間クラブを合わせて、国の考え方に基づいた待機児童数を

取りまとめることに変更しており、令和６年度においても同様に取りまと

めを行いました。令和５年５月１日時点の入所児童数は、市立および民間

合わせて１，４３８人で、待機児童数は３０人でしたが、令和６年５月１

日時点の入所児童数は１，４８５人と、前年同期と比較して４７人増、待

機児童数は６０人で、３０人増となっており、待機児童数６０人の内訳と

いたしましては、市立クラブで４８人、民間クラブで１２人となっており

ます。 

　また、夏季休業期間中のみの育成クラブについては、対象学校も７校か

ら９校となり、夏季入所予定者も１０９人から２１５人となり、１０６人
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 増となっております。待機児童を学年別に見ますと、令和５年度は主に３

から５年生で多くなっておりましたが、令和６年度は３年生が１９人、４

年生が２０人と多くなっており、昨年度からも大きく増加しております。

国基準外につきましては、市立クラブにおいて、ほかに利用可能な民間育

成クラブがあるにもかかわらず、市立育成クラブへの入所を希望するなど

で待機いただいている場合は、待機児童数に含めないという国調査基準の

考え方に基づき、待機児童数から除いた人数で、２７人から１１人と減少

しております。 

　次に、校区別に見ますと、令和５年度は７小学校区で３０人となってお

りましたが、令和６年度は、新たに川西小学校と川西北小学校で待機児童

が発生し、久代小学校から明峰小学校区で大きく増加し、６０人となって

おります。また、国基準外については以下のとおり、多田東小学校で新た

に発生しておりますが、大きく減少しております。令和６年度から、川西

小学校と多田東小学校で、新たに夏季休業期間中のみの育成クラブを実施

することとしておりますが、待機児童は増加している状況です。 

　今後の待機児童対策としては、この令和６年５月１日時点の入所児童数

と待機児童数の状況を分析し、今後の利用料の見込みを行った上で、新た

な手法により民間クラブの誘致を早期に行うなど、受け入れ児童数の拡大

に向けた取り組みを検討し、待機児童の解消を目指してまいりたいと考え

ております。 

　説明は以上でございます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。何か質問等ございますでしょうか。協議会の中で

も報告があったかなというふうに思いますけども、何か質問ありますか。

よろしいですか。 

　これは、昨年度、３、４年生、５年生だったのが、今年５月に３年生、

４年生っていうことは、３年生、４年生が増えたということではなくて、

低学年がたくさん入るようなったので、３、４年生が入りにくくなったと

いう解釈でいいんですか。

 

 留守家庭児童

育成クラブ担

当課長（川本）

　そうです。低学年も大きく増えておりますので、その分やはり高学年の

ほうが少し定数からはみ出ていってしまってるような状況だと考えており

ます。

 

 石田教育長 　以前から子どもの人口というのは減少していくっていう状況の中で、こ

ういうふうに待機も含めて、留守家庭に入りたいというお子さんが増えて
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［閉会　午後２時５０分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

　　　令和６年７月１８日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　治部　　陽介　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　　歌織　　

 るということで、子どもの人数が減るということ以上に、やっぱりそうい

うニーズが増えてるということで、担当課もそこを含めて、先ほども言い

ましたけど、いろんな手法を考えてその解消を目指していきたいいうこと

で、また案が固まりましたら報告していただこうと思いますので、今日は

報告だけということですね。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

　以上で、本日の議事は全て終了いたしました。次回の定例教育委員会は、

７月１８日木曜日、午後２時から、市役所４階庁議室において開会の予定

です。 

　これを持ちまして、令和６年第１１回川西市教育委員会（定例会）を閉

会いたします。どうもお疲れさまでした。


